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本校は「高等教育の修学支援新制度」の対象校です。詳しくはP10をご覧ください。

募集学科・定員

出願資格

『専門士』の称号付与

『職業実践専門課程』の認定
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募　集　学　科 修業年限 入学定員 募集対象

建 築 デ ザ イ ン 学 科【職業実践専門課程】 2年 80名 男・女

大 工 技 能 学 科【職業実践専門課程】 2年 40名 男・女

測 量 学 科 1年 40名 男・女

環 境 土 木 工 学 科【職業実践専門課程】 2年 40名 男・女

情 報 シ ス テ ム 学 科 2年 30名 男・女

高 度 情 報 シ ス テ ム 学 科 3年 10名 男・女

①高等学校を卒業された方、及び2025年3月末日までに卒業見込みの方。
②中等教育学校後期課程を卒業された方、及び2025年3月末日までに卒業見込みの方。
③文部科学大臣の定めにより、①または②と同様以上の学力があると認められた方。
④学校教育法施行規則第183条第3号の規定により、本校の入学資格審査により高等学校を卒業した者に準ずる学力が
あると認められた者で18歳以上の方。（詳細については本校入学事務局までお問い合わせください。）
※本募集要項においては「高等学校及び中等教育学校後期課程」を、以下「高校等」と表記します。

　専修学校の専門課程で、①修業年限が2年以上であること　②課程修了に必要な総授業時間が1,700時間以上であるこ
と　③試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること　の３つの要件を満たして
いる課程を卒業すると『専門士』の称号が付与されます。本校2年課程の学科は、上記の要件を全て満たしており、
卒業時に「専門士」の称号が付与されます。

　職業実践専門課程とは、職業に必要な実践的で専門的な能力を育成するために、特に職業に関連した企業・業界団体
等と密接かつ組織的に連携して、最新の実務の知識・技術及び技能を身につけられる実践的な職業教育に取り組む専門
課程を、文部科学大臣が『職業実践専門課程』として認定するものです。本校では次の学科が職業実践専門課程の認定
を受けています。
　「建築デザイン学科」「大工技能学科」「環境土木工学科」


